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クリーニング業　ガイドライン

② 症状のある方の来店制限等
����新型コロナウイルスに関しては、自宅待機者や濃厚接触者はもちろんのこと、発症して
いない人からの感染もあると考えられる。そのため、来店前の検温又は来店時の検温を
行い、発熱の有無の確認を行うよう努めるほか、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛など
の症状がある人が来店しないように呼びかけること。

����密にならないよう店内における顧客数を制限し、順番待ちの際には人と人とが触れ合わ
ない距離での間隔を確保すること。

����顧客にも入店時のマスク着用の呼びかけを徹底する。マスクを持参していない顧客へ
は、入店をお断りすることも検討すること。

③ 受取及び引渡
����従業員は常にマスクを着用すること。飛沫飛散防止スクリーンを設置した場合は定期的
に清拭消毒をすること。またレジではコイントレーでの現金受渡を励行するとともに、
キャッシュレス決済の利用を促進すること。

����顧客に対し、新型コロナウイルス感染症患者、濃厚接触者が使用した洗濯物や吐しゃ物
やふん尿の付着した物品の持込みは控えていただくよう周知すること。

����ポケット残留物（ハンカチ・マスク等）は来店前にあらかじめ顧客に確認してもらうよ
う促し、受付での衣類点検時に発見した際には顧客自身に取り出してもらうこと。

④ トイレ（※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。）
����便器内は、通常の清掃で良い。
����不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行う。
����トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。
����使用後は確実に石鹸と流水による手洗いをするよう表示する。
����共用のタオルの利用を禁止し、ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備す
るよう徹底する。

����ハンドドライヤーの使用は可とする。

⑤ 従業員の休憩室（※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。）
����休憩スペース、食事スペース、喫煙スペース等では下記の点を徹底する。
1．��（食事、喫煙を含む）休憩・休息の際は、一定数以上が同時にスペース内に入らないよう収容
人数を決めて従業員に混雑時間帯の利用回避を周知したり、スペースの追設や休憩時間をず
らす工夫をする。

2．�食事、着替え、喫煙等でマスクを着用しないときは、会話を控えるか、会話の場合はマ
スクを必ず着用。

3．休憩スペースの常時換気。
4．共用する物品（テーブル、椅子等）の定期的な消毒。
5．入退室前後の手洗い徹底。
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⑥ ゴミの廃棄
����鼻水、唾液等が付着したマスクやティッシュ等のゴミを捨てる際は、ゴミに直接触れる
ことがないようゴミ袋をしっかり縛る。

����ゴミを捨てた後は、手指消毒又は石鹸と流水による手洗いをする。

⑦ 清掃・消毒
����市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通常の清掃後に、
不特定多数が触れる環境表面を適時清拭消毒することが重要である（アルコール消毒液
を用いた清拭消毒も可とする。なお、消毒方法については、厚生労働省HPの「新型コロ
ナウイルスの消毒・除菌方法について」等を適宜参照する）。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。なお、顧客の衣類等を預かるとい
う業務の特性上、漂白剤などを用いた場合は、衣類等に影響が及ばないよう細心の注意
を払い、衣類等の保護に努めること。

⑧ その他
����高齢者や持病のある方については、感染した場合の重症化リスクが高いことから、サー
ビスを提供する際は、より慎重で徹底した対応を検討する。

（３）従業員の感染管理
����従業員は必ず出勤前に体温を計るほか、毎日の健康状態を把握する。発熱や風邪の症状
等体調が悪い場合は、店舗責任者にその旨を報告し、勤務の可否等の判断を仰ぐととも
に、症状に応じて医療機関の受診や検査を受ける。

����有症状者に対する検査については、自己検査結果を健康フォローアップセンター等に連
絡する対応も可能である。

����体調の優れない従業員は積極的に休ませる。
����職場内での濃厚接触者の特定・行動制限は基本的に求めない（ただし、自治体や保健所
が濃厚接触者の特定を実施する場合には、その判断に従うこと）。

����これらの報告を受ける担当者（営業者、クリーニング師等）及び情報を取り扱う範囲を
定め、従業員に周知を行う。

����受付から返却までの各作業工程及び会計後等のこまめな手指消毒又は石鹸と流水による
手洗いの徹底を図る。

����マスク着用等の咳エチケットの周知を行う。
����夏季の暑熱環境下でのマスク着用による熱中症に注意し、予防のための環境整備や対策
を図る。

����時差出勤、自転車通勤の活用を図る。
����従業員のユニフォーム等はこまめに洗濯する。
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����寮などで集団生活を行っている場合、従業員同士の距離が近い等、密になりやすい環境で
の一般的な感染防止措置を行う。

����必要に応じて、健康観察アプリのインストール・活用や抗原簡易キットの使用など、検査
の更なる活用・徹底を検討する。

����万が一、従業員に感染者が出て営業が一時的に継続できなくなる場合を想定し、その間の
顧客対応、品物の引き渡し方法等について近隣同業者との取り決めを行っておくなど、事
業継続計画（BCP）を策定しておくこと。

����ワクチン接種については、厚生労働省ＨＰの「新型コロナワクチンについて」等を参照する。
����ウイルス検査・受診については、適切に産業医、契約医療機関、受診・相談センター等の
相談・案内等を行う。

（４）チェックリスト
����ガイドラインの要点をまとめたチェックリスト（公益財団法人全国生活衛生営業指導セン
ターHP「新型コロナウイルス支援ポータルサイト」掲載）を活用し、感染症対策を徹底
すること。

　��https://www.seiei-shien.jp/taisaku.html


